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つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和元年６月２５日（火） 第９７０９号
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規

則

■群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
九
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
土
木
事
務
所
を
経
由
し
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
建
築
し
、
」
を
「
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
該
建
築
物
の
大
規

模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
な
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
」
に
、
「
変
更
す
る
」
を
「
変
更
し

よ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条

削
除

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「
第
八
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
副
本
三
部
」
を
「
副
本
四
部
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「
第
八
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
に
対
す
る
確
認
の
申
請
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
審
査
報
告
書
を
提
出
す

る
際
に
は
、
省
令
第
三
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
図
書
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
第
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

様
式

第
７

号
か

ら
別

記
様

式
第

１
３

号
ま

で
削

除

別
記
様
式
第
十
六
号
別
紙
中
「

」
を
削
り
、

平
成

「

「

氏
名

印

を

に

改

め

氏
名

（

）

Ｔ
Ｅ

Ｌ

」

」

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
三

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
十
七
条
の
二
」
を
「
第
八
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第６２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年６月２５日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 新桐生停車場 桐生市広沢町二丁目字谷津３００４番 前 ８．４～１２．７ ８４．４
線 の４地先から同市同字同２９５３番の

８地先まで 後 １８．４～７６．３ １１４．３

◎群馬県告示第６３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年６月２５日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の日時道路の
種 類

県道 前橋安中富岡 高崎市箕郷町下芝字萬行３４４番の３地先から同市箕郷 令和元年６月２８日
線 町上芝字東龍ノ宮５０６番の１地先まで 正午

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和元年６月２５日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡板倉町大字海老瀬字山口４７９９－１、４７ 邑楽郡明和町新里７７番地１ アルシオーネＡ
９９－２ ２０２

小林龍太郎

２ 佐波郡玉村町大字樋越１０１－７、１０１－８ 佐波郡玉村町大字上之手１７１５番地３ 秋山
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住宅７号棟
橋爪秀典、橋爪いつか

３ 佐波郡玉村町大字川井２１１０、２１１１－１、２ 東京都文京区本駒込五丁目２８番７号
１１１－２、２１１２－１、２１１３－１、２１１ ダイセーロジスティクス株式会社 代表取締役
４－１、２１１５－１ 田浦辰也
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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
学
校
の
課
程
、
学
科
、
生
徒
定
員
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
前
橋
高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
」
を
「
二
八
〇
」
に
、
「
八
八
〇
」
を
「
八
四
〇
」

に
改
め
、
同
表
前
橋
南
高
等
学
校
の
項
中

「

普
通
科

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

三
六
〇

男

昼

全
日
制

普
通
科

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

三
六
〇

女

昼

」

を「

普
通
科

一
二
〇

一
二
〇

二
四
〇

男

昼

全
日
制

普
通
科

一
二
〇

一
二
〇

二
四
〇

女

昼

普
通
科

二
四
〇

二
四
〇

男
女

昼

」

「

に
改
め
、
同
表
前
橋
東
高
等
学
校
の
項
中

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

を
」

「

(

二
〇
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

に
、
「
七
二
〇
」
を
「
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
前
橋
西
高

」

「

「

等
学
校
の
項
中

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

を

一
二
〇

一
六
〇

一
六
〇

」

」

に
、
「
四
八
〇
」
を
「
四
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
前
橋
女
子
高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
」
を
「
二

八
〇
」
に
、
「
八
八
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
前
橋
工
業
高
等
学
校
の
項
中

「

「

八
〇

八
〇

八
〇

を

四
〇

八
〇

八
〇

に
、
「
二
四
〇
」

」

」

を
「
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
前
橋
商
業
高
等
学
校
の
項
中

「

ビ
ジ
ネ
ス
総

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇

七
二
〇

男
女

昼

合
科

全
日
制

シ
ス
テ
ム
情

四
〇

八
〇

八
〇

二
〇
〇

男
女

昼

報
科

」

を「

ビ
ジ
ネ
ス
総

二
四
〇

二
四
〇

四
八
〇

男
女

昼

合
科

全
日
制

シ
ス
テ
ム
情

四
〇

八
〇

一
二
〇

男
女

昼

報
科

商
業
科

二
八
〇

二
八
〇

男
女

昼

」

に
改
め
、
同
表
高
崎
高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
」
を
「
二
八
〇
」
に
、
「
八
八
〇
」
を
「
八
四

「

〇
」
に
改
め
、
同
表
高
崎
東
高
等
学
校
の
項
中

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

を
」

「

一
六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

に
、
「
六
〇
〇
」
を
「
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
高
崎
女
子

」

高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
」
を
「
二
八
〇
」
に
、
「
八
八
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
高

「

崎
工
業
高
等
学
校
の
項
中

八
〇

八
〇

八
〇

を
」

「

四
〇

八
〇

八
〇

に
、
「
二
四
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に
、

」

「

機
械
・
電
気

四
〇

四
〇

男
女

夜

科

定
時
制

建
設
科

四
〇

四
〇

男
女

夜

工
業
技
術
科

四
〇

四
〇

四
〇

一
二
〇

男
女

夜

」

を「

定
時
制

工
業
技
術
科

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

一
六
〇

男
女

夜

」

「

に
改
め
、
同
表
高
崎
商
業
高
等
学
校
の
項
中

六
〇

六
〇

一
六
〇

を
」

「

「
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四
〇

六
〇

一
四
〇

に
、

八
〇

八
〇

を

」

」

「

六
〇

八
〇

に
、
「
二
二
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に
、

」

「

二
〇

二
〇

八
〇

を
」

「

四
〇

二
〇

一
〇
〇

に
改
め
、
同
表
桐
生
高
等
学
校
の
項
中
「
二
〇

」

〇
」
を
「
一
六
〇
」
に
、
「
五
二
〇
」
を
「
四
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
桐
生
南
高
等
学
校
の
項
中

「

「

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

を

一
二
〇

一
六
〇

一
六
〇

に
、
「
四
八
〇
」

」

」

「

を
「
四
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
桐
生
西
高
等
学
校
の
項
中

一
六
〇

一
六
〇

を
」

「

一
二
〇

一
六
〇

に
、
「
四
四
〇
」
を
「
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
桐
生
女
子
高
等
学
校

」

の
項
中

「

普
通
科

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

四
八
〇

女

昼

全
日
制

英
語
科

四
〇

四
〇

女

昼

」

を「

全
日
制

普
通
科

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

四
八
〇

女

昼

」

に
改
め
、
同
表
桐
生
工
業
高
等
学
校
の
項
中

「

四
〇

四
〇

八
〇

を
」

「

四
〇

四
〇

に
、

」

「

四
〇

四
〇

を
」

「

四
〇

四
〇

八
〇

に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
高
等
学
校
の
項

」

「

「

中

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

に

、

「

八

四

」

」

〇
」
を
「
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
伊
勢
崎
商
業
高
等
学
校
の
項
中

「

「

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

を

一
六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

に
、
「
六
〇
〇
」

」

」

「

を
「
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
太
田
東
高
等
学
校
の
項
中

(

二
八
〇)

(

二
八
〇)

を
」

「

(

二
四
〇)

(

二
八
〇)

に
、
「
八
〇
〇
」
を
「
七
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
太
田
女
子
高
等
学
校

」

「

「

の
項
中

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

に
、
「
八

」

」

四
〇
」
を
「
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
館
林
高
等
学
校
の
項
及
び
館
林
女
子
高
等
学
校
の
項
中
「
二

四
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に
、
「
六
四
〇
」
を
「
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
渋
川
青
翠
高
等
学
校
の
項

す
い

「

「

中

(

二
〇
〇)

(

二
〇
〇)

(

二
〇
〇)

を

(

一
六
〇)

(

二
〇
〇)

(

二
〇
〇)

に
、
「
六
〇

」

」

〇
」
を
「
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
富
岡
高
等
学
校
の
項
中
「
二
八
〇
」
を
「
二
四
〇
」
に
、
「
七

六
〇
」
を
「
七
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
安
中
総
合
学
園
高
等
学
校
の
項
中

「

「

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

を

(

二
〇
〇)

(

二
四
〇)

(

二
四
〇)

に
、
「
七
二
〇
」

」

」

「

を
「
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
吾
妻
中
央
高
等
学
校
の
項
中

一
二
〇

二
八
〇

」

「
を

八
〇

二
四
〇

に
改
め
、
同
表
西
邑
楽
高
等
学
校
の
項
中

」

「

「

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

を

一
二
〇

一
六
〇

一
六
〇

に
、
「
四
八
〇
」

」

」

を
「
四
四
〇
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１７号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

令和元年６月２５日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

「介護老人保健施設やまぶき
表１の項中「医療法人鶴谷会鶴谷病院」を「社会医療法人鶴谷会鶴谷病院」に、

介護老人保健施設 和光園

「介護老人保健施設やまぶき 同 小屋原町９７７番地３
同 小屋原町９７７番地３

を 介護老人保健施設おうみ 同 総社町総社２６２８番地 に改める。
高崎市矢島町４４９－２ 」

介護老人保健施設 和光園 高崎市矢島町４４９－２ 」

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

第９７０９号令和元年６月２５日（火） 群 馬 県 報


